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Ⅰ 地球温暖化対策実行計画の主旨

近年，社会経済構造の変化や都市化の進展に伴い，私たちの生活が便利で活

力の満ちたものになってきている一方で，資源やエネルギーの大量消費，大量

生産，大量廃棄という現象がもたらされ，それらが環境への負荷となって，自

然の生態系にまで影響が及ぶようになり，私たちの生命や生活の基盤である恵

み豊かな環境が地球的な規模で損なわれようとしている。

特に，地球温暖化問題は，人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中

の温室効果ガスの濃度を増加させることにより，地球全体として，地表及び大

気の温度が追加的に上昇し，自然の生態系及び人類に悪影響を及ぼすものであ

り，その予想される影響の大きさや深刻さから見て，まさに人類の生存基盤に

関わる最も重要な環境問題の一つである。

急激な気温の上昇に伴う地球環境影響としては，①海面水位の上昇に伴う陸

域の減少，②豪雨や干ばつなどの異常現象の増加，③生態系への影響や砂漠化

の進行，④農業生産や水資源への影響，⑤マラリヤなどの熱帯性の感染症の発

生数の増加などが挙げられており，私たちの生活へ甚大な被害が及ぶ可能性が

指摘されている。

我が国としては，温室効果ガスの総排出量を「２００８年から２０１２年の

第１約束期間に１９９０年レベルから６％削減する」ことを内容とする京都議

定書の採択に合意したことを踏まえ，平成１１年４月に「地球温暖化対策の推

進に関する法律」が施行され，地方自治体においても温室効果ガスの排出を抑

制するための実行計画を策定し，地球温暖化防止に向けて一層の取組の推進を

行うことが求められている。

つくば市においては，市民，事業者，市の機関が一体となり，健全で恵み豊

かな環境を保全するとともに，環境への負荷の少ない持続的な発展が可能なつ

くば市をつくり上げていくため，平成１０年１０月に「つくば市環境基本条例」

を制定し，地球環境保全に関する施策の推進に努めることとした。

以上のようなことから，つくば市役所は，地球温暖化の防止を図るとともに，

市民，事業者の自主的な取組を促進することを目的に「つくば市役所地球温暖

化対策実行計画」を策定する。
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Ⅱ 基本的事項

１．計画の位置づけ

本計画は，「地球温暖化対策の推進に関する法律」第２０条の規定に基づく

温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を基本に，つくば市環境基本条例の

趣旨を踏まえ策定したもので，つくば市自らが率先して実行する計画である。

【参考１】 地球温暖化対策の推進に関する法律第２０条

第２０条の３ 都道府県及び市町村は，京都議定書目標達成計画に即して，

当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し，温室効果ガスの排出の

量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画（以

下地方公共団体実行計画」という。）を策定するものとする。

８ 都道府県及び市町村は，地方公共団体実行計画を策定したときは，遅

滞なく，これを公表しなければならない。

１０ 都道府県及び市町村は，毎年一回，地方公共団体実行計画に基づく

措置及び施策の実施の状況（温室効果ガス総排出量を含む。）を公表し

なければならない。

【参考２】 つくば市環境基本条例第２４条

（地球環境保全の推進）

第２４条 市は，地球温暖化の防止，オゾン層の保護，酸性雨の調査等の

地球環境保全に関する施策の推進に努めるものとする。
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２．計画の対象

計画の対象は，原則としてつくば市役所の行う「全ての事務事業」及び「全

ての所属及び職員」とする。したがって，庁舎におけるもののみならず，出先

機関も含まれる。ただし，本市から委託されて施設管理等の業務を行っている

委託業者に対しては，協力を求めることとする。

また，対象とする温室効果ガスは，二酸化炭素，メタン及び一酸化二窒素の

３種類とする。（ハイドロフルオロカーボン，パーフルオロカーボン，六ふっ

化硫黄については，使用状況等の把握が困難なため，対象外とする。）

【参考４】 温室効果ガスの種類

ガス種類 人為的な発生源 主な対策

二酸化炭素 産業，民生，運輸部門などにおける エネルギー利用効率の向

（ＣＯ２） 燃料の燃焼に伴うものが全体の９割 上やライフスタイルの見

以上を占め，温暖化への影響が大き 直しなど

い。

メタン 稲作，家畜の腸内発酵などの農業部 飼料の改良，糞尿の処理

（ＣＨ４） 門から出るものが半分を占め，廃棄 方法の改善，埋立量の削

物の埋立からも２～３割を占める。 減など

一酸化二窒 燃料の燃焼に伴うものが半分以上を 高温燃焼，触媒の改良な

素 占めるが，工業プロセスや農業から ど

（Ｎ２Ｏ ） の排出もある。

ハイドロフ エアゾール製品の噴射剤，カーエア 回収，再利用，破壊の推

ルオロカー コンや冷蔵庫の冷媒，断熱発泡剤な 進，代替物質，技術への

ボン どに使用。 転換等

（ＨＦＣ）

パーフルオ 半導体等製造用や電子部品などの不 製造プロセスでの回収等

ロカーボン 活性液体などとして使用。 や，代替物質，技術への

（ＰＦＣ） 転換等

六ふっ化硫 変電設備に封入される電気絶縁ガス（絶縁ガス）機器点検時，

黄 や半導体等製造用などとして使用。 廃棄時の回収，再利用，

（ＳＦ６） 破壊等（半導体）製造プ

ロセスでの回収等や代替

物質，技術への転換等

＊「主な対策」は，将来的な技術開発の結果見込まれるものを含む。
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３．計画の期間

計画の期間は，平成１６年度から平成２４年度までの９年間とする。ただし，

取組の状況等必要に応じて見直しを行う。

４．計画の目標等

数値目標については，平成１４年度（ごみについては平成１６年度）を基準

年度とし，できるだけ早期の達成を目指す。数値目標は，つくば市役所の組織

全体として達成すべき目標である。個々の所属においては，それぞれの事務事

業の実態に応じつつ，環境負荷の低減に向けた取組に努めるものとする。

本計画は，ＩＳＯ１４００１の考え方を参考に，実施状況を毎年点検し，必

要な是正措置を図るとともに，継続的な見直しを行う。

なお，目標については，過去の実績に基づいて見直しの上，変更する。

５．温室効果ガスの削減目標

温室効果ガスの排出総量を平成１４年度より２１．９％削減する。

＊平成１４年度における温室効果ガス排出総量 １７，５９７トン

うち二酸化炭素 １７，５８２トン

メタン １トン

一酸化二窒素 １４トン

（数値は二酸化炭素換算値）

直接的に温室効果ガスの排出を抑制する省エネルギーに積極的に取り組み，

事務事業から排出する温室効果ガスの抑制に努める。また，間接的に温室効果

ガスの排出量削減に効果がある省資源の推進，廃棄物の削減とリサイクルの推

進に取り組む。

【主な取組内容】

（１）省エネルギーの推進

① 電気使用量の削減

② 灯油使用量の削減

③ Ａ重油使用量の削減

④ ガス使用量の削減

⑤ 自動車燃料使用量の削減
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（２）省資源の推進

① コピー用紙購入量の削減

② 水使用量の削減

（３）廃棄物の削減とリサイクルの推進

① 廃棄物の発生量の削減

② 廃棄物のリサイクル率の向上

Ⅲ 具体的な取組

１．省エネルギーの推進

直接的に温室効果ガスの排出を抑制する省エネルギーに積極的に取り組む

ことにより，事務事業から排出する温室効果ガスの抑制に努める。

ＯＡ機器や電気製品は，特に使用段階における排出量が多くなっていること

から，消費電力量ができるだけ少ない製品を導入することがエネルギー資源の

保全や温室効果ガスの排出量削減のためには最も効果的と考えられる。また，

エネルギーの使用の合理化に関する法律により，家電製品，ＯＡ機器，照明機

器，自動車等について「エネルギー消費効率」が定められており，それを参考

にエネルギー消費効率が高い機器の導入を図る必要がある。

庁舎等建築物におけるエネルギー使用量のうち，冷暖房の占める割合が大き

いため，冷暖房温度の適正な管理が重要となる。このことは，率先実行計画を

策定している地方公共団体では，冷房温度２８℃，暖房温度２０℃という温度

設定が最も多いことからもうかがえる。

低燃費・低公害車の導入は，地球温暖化対策の重要な柱になる。低公害車は，

従来のガソリン車やディーゼル車に比べて，窒素酸化物，粒子状物質，二酸化

炭素といった大気汚染物質や地球温暖化物質の排出が少ない，または全く排出

しない自動車であり，多くの場合，走行時の音も静かで，自動車交通騒音問題

の対策としても有効とされている。また，低燃費車（燃料消費効率の良い車）

としては，例えば，直噴式エンジンは従来型のエンジンに比べ，燃費が２０～

３０％程度改善され，それだけ二酸化炭素の排出量も削減されることになる。

日常の運転に注意するだけでも二酸化炭素や窒素酸化物の排出量を削減出来る

とともに，燃料も節約するという経済的メリットも得られる。例えば，運転前

点検や日常の整備の徹底，急発進・急加速や空ぶかしをしない，経済速度で運

転をする，アイドリング・ストップの実行，冷暖房は適正温度で使用する等，

さまざまな取組が考えられる。こうした取組を通じて二酸化炭素や窒素酸化物
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の排出量を削減することが可能となる。

（１）電気使用量の削減

電気使用量を平成１４年度より１８．５％削減する。

ただし，ISO14001適用本庁舎は，平成２２年度より１０％削減する。
＊平成１４年度電気使用量 ３２，８４６，２９８ｋＷｈ

【主な取組内容】

① 不必要な電気製品の電源オフ

② 昼休み，不必要時の照明の消灯

③ 退庁時の電源オフの徹底

④ エレベーター使用の自粛

⑤ ノー残業デーの徹底

⑥ 電気ポットの適正使用

⑦ 個別の扇風機，電気ストーブ，電気スタンドの適正使用・管理

⑧ 照明灯の省エネ型照明灯への切替え

⑨ 省エネ型の電気機器への切替え

⑩ 適温での室温管理

⑪ 冷温水発生機の省エネ運転

（２）灯油使用量の削減

灯油使用量を平成１４年度より４５％削減する。

ただし，ISO14001適用本庁舎は，目標から削除する。
＊平成１４年度灯油使用量 ８９４，４４０Ｌ

【主な取組内容】

① 適温での室温管理を行う。

② 冷温水発生機の省エネ運転

③ 個別暖房機器の適正使用・管理

（３）Ａ重油使用量の削減

Ａ重油使用量を平成１４年度より６１％削減する。

ただし，ISO14001適用本庁舎は，目標から削除する。
＊平成１４年度Ａ重油使用量 ３３１，１００Ｌ
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【主な取組内容】

① 適温での室温管理を行う。

② 冷温水発生機の省エネ運転

（４）ガス使用量の削減

ガス使用量を平成１４年度より２２％の増加にとどめる。

ただし，ISO14001適用本庁舎は，平成２２年度より２％削減する。
＊平成１４年度ガス使用量 ４４８，５２２â

【主な取組内容】

① 適温での室温管理を行う。

② 冷温水発生機の省エネ運転

③ ガス湯沸器の適正な温度管理等

（５）自動車燃料使用量の削減

自動車燃料使用量を平成１４年度より１４％削減する。

ただし，ISO14001適用本庁舎は，平成２２年度より２％削減する。
＊平成１４年度自動車燃料使用量 ３５９，９３８Ｌ

【主な取組内容】

① 不要なアイドリングのストップ

② 経済走行の励行

③ 不要な荷物の抑制

④ 低公害車，低燃費車への切り替え

２．省資源の推進

紙類の使用量の削減については，二酸化炭素の吸収源である森林資源の保全，

廃棄物の削減などの観点から重要な取組である。現在，可燃ごみの中でも紙ご

みは増える一方であり，森林資源保全の面からも紙の浪費を控えることが求め

られている。また，ＯＡ化などの進展の中で，不要なプリントアウトやコピー

などの紙の使用量を減らすことにより，森林資源を保全し，紙ごみの排出量を

削減して，廃棄物処理や廃棄物の輸送エネルギー節約を進めることができる。

水の有効利用は，上水道を利用するために必要となる浄水場におけるエネル

ギー使用量の削減につながる。また，排水を処理するために必要となる下水処
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理施設等におけるエネルギー使用量の削減とともに，メタンの排出も抑制され

る。さらに，上水道を供給するためにもエネルギーが使用されることから，水

の使用量を削減することは，温室効果ガスの排出量削減に効果がある。

（１）コピー用紙購入量の削減

コピー用紙購入量を平成１４年度より３％削減する。

ただし，IS014001適用本庁舎は，平成２２年度より２％削減する。
＊平成１４年度コピー用紙購入量 ２５，８６１，２２０枚

【主な取組内容】

① 両面コピーの徹底等

② 裏面コピーの利用

③ イントラネット，インターネットの有効活用

④ ファイリングシステムの有効活用

⑤ ミスコピー・ミスプリントの防止

⑥ 再利用用コピー用紙の保管場所の整備

⑦ 年度末に発生する書類のリサイクルの検討

（２）水使用量の削減

水使用量を平成１４年度より２８％削減する。

ただし，ISO14001適用本庁舎は，平成２２年度より２％削減する。
＊平成１４年度水使用量 ６７２，３９０â

【主な取組内容】

① 節水

② 節水の啓発

③ 節水機器の導入

④ 給水圧力の適正化の実施

３．廃棄物の削減とリサイクルの推進

廃棄物の減量は，廃棄物処理に伴い生ずる二酸化炭素を始めとする温室効果

ガスの削減につながる。廃棄物の減量は，大量生産・大量消費・大量廃棄型の

社会から資源循環型の社会へと移行する上で最も基本的な取組である。

廃棄物を減量するためには，第１に廃棄物を発生させない，第２に廃棄物を

再利用する，第３にリサイクルするという優先順位に沿って取り組んでいくこ
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とが必要である。

特に，ごみの分別は，廃棄物の減量化に不可欠な取組である。ごみの中には，

紙類や缶，ビン，ペットボトル等の再資源化ができるものが多く含まれている。

このため，各資源ごとに分別を徹底し，可能な限り，リサイクルを推進するこ

とにより，新たに製造する場合と比べ，大幅なエネルギー使用の削減が図られ

るとともに，二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスの排出抑制につながる。

（１）廃棄物の発生量の削減と廃棄物のリサイクル率の向上

廃棄物の発生量を平成１６年度より６％削減する。

廃棄物のリサイクル率を平成１６年度より６％向上させる。

※廃棄物のデータは当面クリーンセンター搬入量のデータとする。

＊平成１６年度廃棄物の発生量 １０７７トン

＊平成１６年度リサイクル率 ４．７％

【主な取組内容】

① 廃棄物の適正分別の徹底

② 再利用の推進

③ リサイクル処理事業者の模索・検討

④ 廃棄物置き場の整備

Ⅳ 計画の推進・点検体制等

１．職員の環境保全意識の向上

環境に関する研修の実施等

① 職員に対する研修は，ＩＳＯ１４００１研修に併せて実施する。

② 各所属毎に当計画を周知徹底するため，計画書を各課・各出先機関に

配布する。

２．計画の推進・点検体制の整備等

（１）本計画の推進・点検体制については，つくば市役所環境管理システムに

準じた体制とする。つくば市役所本庁舎については，つくば市役所環境管

理システムの適用範囲となっていることから，出先機関についてもこれに

準じた下記の体制とすることで本計画の円滑な推進を図る。
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① 本計画の進行管理等については，つくば市役所環境管理システムに準

じ実施する。

② 本計画に関しての全ての責任と権限を持つ環境管理責任者（環境生活

部長）を置き，環境管理委員会を統括し，運営を行い，計画の実績につ

いて庁議に報告する。

③ 各部局に環境管理委員会委員（各部次長等）を置き，各部局における

計画の進行管理を行うものとし，各部局ごとに当計画の取り組みに関し

ての進捗確認を行い，必要により予防処置及び是正を指示する。

④ 各所属に推進責任者（各課長等，出先機関の長等）を置き本計画を推

進する。また，各所属に推進委員（文書取扱員等）を置き，各所属にお

ける計画の実施状況の把握・点検を行う。

⑤ 推進責任者（各課長等，出先機関の長等）は，目標を達成するための

手段，日程及び責任を定めたプログラム確認表を策定し，取組を運用す

る環境配慮手順書をもとに取り組み，プログラム確認表で月毎の進捗確

認を行い，３ヶ月毎に各部局の環境管理委員会委員に報告する。

⑥ 環境管理委員会は，環境管理責任者が委員長となり，定期的（5 月，
７月，10月，１月）に開催し，目標の達成状況の確認を行う。

⑦ 庁議において，環境管理責任者からの実績等の報告を受け，本計画の

定期的な見直しを行う。

⑧ 事務局を環境生活部環境都市推進課に置き，本計画の構築，活動に関

する進捗管理，エネルギーの使用量等の数値実績のとりまとめ，定期的

な環境管理委員会の開催，職員研修などの業務に当たり，環境管理責任

者を補助する。

（２）エネルギーの使用量等のデータ入力

推進責任者は，前月の電力使用量，冷暖房で使用した燃料，水使用量，

ガス使用量，コピー用紙購入量を納品書及び検針表を基に「つくば市庁内

情報ネットワーク」に１回／月毎に入力する（水使用量については１回／

２ヶ月）。公用車の燃料，走行距離については公用車使用後，「つくば市庁

内情報ネットワーク 運行記録」に随時に入力する。

※本庁舎内の部署は，「ISO14001」システムに，その他の出先機関は，
「地球温暖化防止」システムに入力する。
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【計画推進体制】

庁 議

【環境管理責任者】 【事務局】

環境生活部長 環境生活部

環境都市推進課

【環境管理委員会】

各部次長等

実行部門

【推進責任者】

各課長等，出先機関の長等

【推進委員】

各課文書取扱員等

所 属 職 員
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（３）対象に応じた点検・評価

点検結果を評価しなければ，実行計画の見直しに向けての検討を行うこ

とができないため，目標値との比較や過去の実績等の比較を行う。また，

温室効果ガスの排出量の場合，総排出量に加え，組織別や施設別などの内

訳ごとに評価を行う。

点検結果のみでは，評価を行うための情報が十分ではない場合がある。

提供しているサービスの内容や，施設の状況等が異なれば，点検結果の解

釈は異なる。また，施設の増改築等により，前年度の実績と大きく異なる

結果となる場合も想定される。

そのため，目標の状況を評価するために，庁舎と施設に分けて評価する

ことが考えられる。住民利用が多くなり，その施設から排出される温室効

果ガスが増えても，単にマイナス評価にすることは必ずしも適当ではなく，

住民サービスの向上の観点から過去の利用率に照らした評価方法を採るな

ど施設に応じて評価する。

（４）総排出量の評価方法と毎年度の総排出量の算定

計画の目標設定や計画の実施状況の評価等を行うため，毎年度の温室効

果ガスの総排出量を毎年度の法施行令で定める排出係数ではなく基準年度

の排出係数に固定して，各年度の温室効果ガスの総排出量を算出する。

排出係数については，別紙「環境庁温室効果ｶﾞｽ総排出量の算定支援シ

ステムにおける平成８年度排出係数一覧（抜粋）」のとおり，平成８年度

の係数で固定する。

（５）結果の公表等

計画の実施状況等を環境白書，ホームページ，広報紙を活用し公表す

る。

公表する内容は，温室効果ガスの総排出量に関する数量的な目標の達

成状況，個別の目標として設定された項目の達成状況及び取組状況とする。

（６）計画の見直し

① 本計画は，社会情勢の変化，技術の進歩及び実施状況を点検し，定期

的に見直しを行う。見直しの時期は毎年６月とする。

② 目標や取組項目の見直しにあっては，つくば市役所環境管理システム

の見直しとの整合を図る。

③ 取組については，その実施状況を踏まえ，実施状況が低いものについ

ては，その理由を明らかにするとともに，実施率が高まるような工夫や，

実施可能な取組への変更等を行う。また，実施状況が高いものについて
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は，それらの取組が確実に実施されているかを確認し，確実に実施され

ている場合には，新たな取組項目を検討する。

④ 目標については，その達成度を踏まえ，達成率が低いものについては，

達成に向けて新たな取組等の導入を検討するとともに，目標そのものに

無理がなかったかを確認する。また，達成率が高いものについては，よ

り高い目標や新たな目標を設定することが可能かどうか検討する。

⑤ また，目標の達成度と取組の実施状況を比較し，取組の実施率が高い

にもかかわらず，目標の達成に十分寄与していないなど，両者の関係が

必ずしも連動していない場合には，目標項目そのものを見直すことも検

討する。

【本計画におけるつくば市役所環境管理マニュアル関連手順書及び記録様式】

□ 環境配慮手順書

□ 様式３－３－３ プログラム確認表


